
公民館の使用について 
公民館は社会教育を目的とした施設です。 

使用に際し留意事項を遵守願います。 

 

営利目的（商取引）で公民館を使用することはできません 

〔例〕 

① 講師本人が受講料を徴収する教室等 

（会員が運営し講師を招いて行う活動は可能） 

② 実費を超える参加費等を徴収して実施するもの 

③ 商品やサービスの販売・頒布及び契約行為 
 

政治や宗教に直接結びつく活動では使用できません 
 

暴力団による公民館の使用はできません 
 

楽器演奏や体育活動等、大きな音・声・振動の出る活動について 

 市川市の公民館は音楽スタジオ相当の防音設備を有していないた

め、予約申込（使用申請）の前に公民館にご相談ください。 

 また、大音量での活動等、他の使用者の迷惑になる行為を禁じます。 
 

使用者登録をしている団体の予約について 

原則として、登録内容と会員名簿の範囲で予約できます。 

登録内容と大きく異なる時は事前に公民館にご相談ください。 
 

 公民館は敷地内を含め禁酒・禁煙です。 

 飲食のみを目的とした集まりでの使用はできません。 

 部屋を使用しないことがわかった時点でキャンセルをお願いします。 

（当日キャンセルは電話又は、窓口での連絡が必要です。） 

 冠婚葬祭での使用はご遠慮ください。 

 法人や個人のオフィスとしての使用（テレワーク含む）はご遠慮ください。 
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